別記第14号様式（第13条関係）
	興部町公営住宅収入認定の更正通知
先に申し立てがありましたあなたからの意見に基づき世帯の収入及び世帯構成を調査したところ、新たにあなたの収入を認定しましたので、次のとおり先の認定を更正し、通知します。

1　先に認定・決定した事項

	
	収入の月額
	
	

	
	収入の階層
	
	

	
	収入超過・高額所得に関する認定
	
	

	
	家賃の月額
	
	

	2　更正に至った事実

	
	
	

	3　更正・再決定する事項

	
	収入の月額
	
	

	
	収入の階層
	
	

	
	収入超過・高額所得に関する認定
	
	

	
	家賃の月額
	
	

	4　再認定の通知
別添のとおり
□　興部町公営住宅収入認定通知
□　興部町公営住宅収入超過者認定通知
□　興部町公営住宅高額所得者認定通知
5　告知事項
(1) この収入の認定又は家賃の額の決定について意見があるときは、この通知の日から30日以内に理由を示して町長に意見を述べることができます。この場合は、町役場に所定の用紙があります。
(2) 失職、退職、同居親族の異動等により収入や控除する額に変動があったときは、年度の途中からでも家賃の減額をすることができることがありますので、その事実があった日から30日以内に申し出を行って下さい。この場合も町役場に所定の用紙があります。
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　　　　　　　　　　　　様

興部町長　　　　　　　　　




